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７月 15 日から 17 日にかけて、『ゆるゆる十勝自転車旅
～静岡－豊頃交流サイクルツアー 2016 ～（主催：こうふ
く観光プロジェクト検討委員会）』が行われました。

今回のツアーは豊頃町を中心として、十勝から襟裳岬ま
でのコースが設定され、静岡県から 16 名が参加しました。

15 日、帯広から出発した一行は中札内村、更別村経由
で豊頃町入りし、二宮の原桃子さんが経営する「はらっ
ぱ」や、とよころ物産直売所などに立ち寄り、町内に宿泊。
16 日の早朝にはるにれの木からスタートし、トイトッキ
浜、長節湖などで小休憩を挟みながら、16 日の宿泊地で
ある広尾町に向かって軽快に駆け抜けていきました。

ゆるゆる十勝自転車旅   ～静岡ー豊頃交流サイクルツアー2016～

第22回豊頃町たそがれソフトボール大会

6 月 26 日、『第 2 回豊頃はるにれ杯少年剣道錬
成大会（主催：豊頃剣道連盟）』が総合体育館で行
われ、十勝管内から 53 団体 158 名の選手が参加し、
団体戦と個人戦で優勝を争いました。

豊頃の選手の主な結果は以下の通りです。
個人戦
【中学年女子の部　優勝】　多田茉央さん
【高学年男子の部　3 位】　多田剣土さん

団体戦
高学年男子の部　3 位

第 2 回豊頃はるにれ杯少年剣道大会

６月 29 日『第 22 回豊頃町たそがれソフトボー
ル大会（町ソフトボール協会、北海道新聞池田支局
主催）の決勝戦が行われ、『豊頃セントラル 2016』
が８対 0 で茂岩体協を破り優勝を果たしました。

大会は 6 月 14 日から始まり、地域等で構成され
た全 6 チームが参加しました。2 ブロックに分かれ
て予選リーグを実施し、上位 4 チームがトーナメ
ントを行い、この日の決勝は、勝ち上がった豊頃セ
ントラル 2016 と茂岩体協が対戦しました。

試合後、表彰式が行われ、最優秀選手には豊頃セ
ントラル 2016 から菅野正文選手が選ばれ、優秀
選手には茂岩体協から渡辺ひろみさんが選ばれまし
た。問合せ先

役場企画課町づくり推進係　☎（574）2216
http://www.toyokoro.jp/docs/2013030400045/
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問合せ先
役場企画課町づくり推進係　☎（574）2216

http://www.toyokoro.jp/docs/2013030400045/

～　ストップ・ザ・交通事故めざせ安全で安心な北海道　～

飲酒運転は凶悪犯罪
今、全国的に「飲酒運転は凶悪犯罪である」とい

う気運が高まっています。
その一方で「捕まらなければ大丈夫」という危険

な考えを持って車を運転する人もいます。
お酒を飲むとわずかな量でも運転に大きな影響を

及ぼし、重大な事故を起こす可能性が何倍にも高ま
ります。

地域全体で飲酒運転根絶の気運を高めましょう。
運転者以外も処罰の対象
車を運転するおそれのある人にお酒を提供した

り、お酒を飲んでる人に車を提供したり、飲酒運転
の車に同乗すると、たとえお酒を飲んでいなくても
処罰されます。

～　さあ、いよいよ夏休み・・・
でも法律はちゃんと守ろうね　～

さて、少年少女達にとってもっとも楽しみな夏休
みシーズンの到来です。

多くの思い出づくりは大切で
すが、「犯罪に巻き込まれない」

「法律を破らない」を合言葉に
楽しんでください。

思春期のお子様がいるご両親
の方は特に、この時期が一番犯罪を犯しやすい時期
でもありますので、お子様の行動に関心をもって接
してください。

いよいよ収穫繁忙期となりました。作業事故には
くれぐれも注意し、事故のな
いようお願いします。

油断と、慣れが事故の元に
なりますよ。

飲酒運転を根絶しよう！

少年少女を犯罪から守ろう

作成：愛 須 教 雄

農家のみなさんへ

★申請に必要な書類
①　町外通勤者助成金交付申請書
②　雇用証明書（任意様式）
③　町税等納入状況調査承諾書
④　町外通勤者勤務状況証明書
※①、③、④は、町企画課備え付けの様式を使用し
てください。
※④は、通勤実績で証明してください。（「通勤見込
み」では不可）

（特に 9 月分の通勤実績については、証明日との整
合性にご注意ください）
★申請書類の提出先
　申請に必要な書類は、町企画課町づくり推進係（担当：
宮近、滝沢）へ直接または電話で請求の上提出してください。
★申請期間
    上半期分：平成 28 年 9 月 15 日
～平成 28 年 9 月末まで

★対象要件
①　本町に居住している方
②　昭和51年4月2日～平成10年4月1日生まれの方
③　町外通勤日数が15日以上の月が3か月以上ある方

（町外通勤日数を月 15 日以上に変更）
④　通勤者および同居家族が町税その他町に対する債務
を滞納していない方
⑤　高等学校、専門学校、大学等に在籍していないこと。
★助成基準日
　助成を受けようとする方は9月15日（上半期）、3月
15日（下半期）に対象要件を満たしていること。
★助成金額
　月額7千円分の豊頃町商品券を支給します。勤務実績
に応じて支給月数が変わります。

町外通勤者助成金の上半期分の交付申請を受付けします
～平成28年度より、対象年齢及び助成金額が拡充されました～

　本制度は、町内に居住し町外の職場へ通勤する若者に月額 7 千円分の豊頃町商品券を支給する制度です。
　平成 28 年度より、対象年齢及び助成金額が拡充され、町内に居住し町外へ通勤する若者（18 歳以上 40
歳以下の方）に月額 7 千円分の豊頃町商品券を支給します。
　助成金交付申請は、上半期（平成 28 年 4 月～平成 28 年 9 月）分は 9 月末日までとなっておりますので、
次の要件をご確認のうえ、手続き願います。

問合せ先 役場企画課町づくり推進係　☎（574）2216
http://www.toyokoro.jp/docs/2013030400045/
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